
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔を有するケースと、該貫通孔に挿通され軸方向に移動可能に係止された操作軸と
、前記ケース内に配置され、その表面に導電パターンを有する絶縁基板と、前記パターン
上を摺動する摺動子と、該摺動子を保持し前記操作軸に固定される 摺動子受
けとからなり、該摺動子受けは一対のスナップ脚と断面Ｕ字状の凹部を持つ受け部とを備
え、 前記
操作軸が、前記受け部の凹部と前記スナップ脚 とにより挟持されていること
を特徴とする直線摺動型可変抵抗器。
【請求項２】
前記操作軸に細径部を設け、前記受け部の凹部の一部に段部を設け、該段部を前記細径部
に嵌合させ、前記摺動子受けを前記操作軸の軸方向の移動に追従させたことを特徴とする
請求項１記載の直線摺動型可変抵抗器。
【請求項３】
前記凹部は、前記摺動子受けの前記摺動子が取り付けられる面の反対面側に開口している
ことを特徴とする請求項１記載の直線摺動型可変抵抗器。
【請求項４】
前記受け部は、前記スナップ脚の前記操作軸の軸方向に沿った両側に設けられ、前記受け
部の凹部の底面が前記操作軸の周面に当接していることを特徴とする請求項３記載の直線
摺動型可変抵抗器。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば位置検出用のセンサ等に用いられる直線摺動型可変抵抗器に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
従来例として知られている直線摺動型可変抵抗器について、その全体構造を側断面図であ
る図５に示す。片端面に貫通孔２１、反対側面に開口部２２有するケース２３と、この貫
通孔２１を介してケース２３内から外方へ突出するように挿入された操作軸２４と、該操
作軸２４と平行に配置され、その表面に抵抗体による導電パターン（図示せず）を設けた
絶縁基板２５と、前記導電パターン上を摺動する摺動子２６と、該摺動子２６を保持し、
前記操作軸に固定される摺動子受け２７と、ケース２３の開口部２２に装着されたカバー
２８と、カバー２８と摺動子受け２７との間に設けられたスプリング２９とから構成され
ている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このような直線摺動型可変抵抗器は、以下の方法で組立てられる。先ず絶縁基板２５をケ
ース２３の開口部２２側から挿入し、次に操作軸２４を摺動子受け２７に設けられた貫通
孔３０に挿通した後、ケース２３の開口部２２側から操作軸２４及び摺動子受け２７をケ
ース２３内に入れてその先端を貫通孔２１に挿通させる。次に、スプリング２９を操作軸
２４に挿通させながら挿入して摺動子受け２７に突き当て、その後カバー２８を、その貫
通孔３１に操作軸２４の後端を挿通させて、ケース２３に装着する。
【０００４】
上記従来例の直線摺動型可変抵抗器の組立て作業において、摺動子受け２７は数ｍｍ角の
小さなものであり、これを動かないように支持して、その中の径１～２ｍｍの貫通孔３０
に略同等太さの操作軸２４を挿通することは、集中力を要する手間のかかる作業であった
。
【０００５】
本発明は上記の状況を鑑みなされたもので、その目的は、簡単な作業でしかもガタ無く操
作軸に固定できる摺動子受けを部品点数を増やすこと無く実現し、組立ての容易な直線摺
動型可変抵抗器を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的達成のため、本発明は、貫通孔を有するケースと、該貫通孔に挿通され軸方向
に移動可能に係止された操作軸と、前記ケース内に配置され、その表面に導電パターンを
有する絶縁基板と、前記パターン上を摺動する摺動子と、該摺動子を保持し前記操作軸に
固定される 摺動子受けとからなり、該摺動子受けは一対のスナップ脚と断面
Ｕ字状の凹部を持つ受け部とを備え、

前記操作軸が、前記受け部の凹部と前記スナップ脚
とにより挟持されている構成とした。

　本構成により、摺動子受けを操作軸に固定する作業は、操作軸を の凹部に押しこ
むだけの作業となり、従来よりも格段に容易に行えるようになる。
【０００７】
また本発明は、前記操作軸に細径部を設け、前記受け部の凹部の一部に段部を設け、該段
部を前記細径部に嵌合させ、前記摺動子受けを前記操作軸の軸方向の移動に追従させた。
これにより摺動子受けと操作軸との軸方向の位置規制が確実になされる。
【０００８】
また本発明は、前記凹部は、前記摺動子受けの前記摺動子が取り付けられる面の反対面側
に開口している。これにより、摺動子の摺動圧が摺動子受けを操作軸に押しつける方向に
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働き、より確実に固定される。また、摺動子受けは左右対称の単純な形状となり、製作面
でも有利である。
【０００９】
さらに本発明は、前記受け部は、前記スナップ脚の前記操作軸の軸方向に沿った両側に設
けられ、前記受け部の凹部の底面が前記操作軸の周面に当接していることが望ましい。こ
の構成により、操作軸と摺動子受けの位置関係がより確実に保持され、摺動子受けは強固
に操作軸に固定される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図１乃至図４により説明する。　図１は本発明の直線摺動型可変抵
抗器の全体構造を示す側断面図である。基本構成は従来例の図４の場合とほぼ同様で、片
端面に貫通孔１、反対側の面に開口部２を有するケース３と、この貫通孔１を介してケー
ス３内から外方へ突出するように挿入された円柱状の操作軸４と、該操作軸４と平行に配
置され、その表面に抵抗体による導電パターン（図示せず）を設けた絶縁基板５と、前記
導電パターン上を摺動する摺動子６と、該摺動子６を保持し、前記操作軸に固定される合
成樹脂製の摺動子受け７と、ケース３の開口部２に装着されたカバー８と、カバー８と摺
動子受け７との間に設けられたスプリング９とから構成されている
【００１１】
図２は操作軸４の一部分の拡大図、図３は摺動子受け７の要部拡大断面図（摺動子６は除
いて表示）である。図４は、図３における４－４断面図である。
【００１２】
図３、図４において、摺動子受け７は、ベース部１４の上に、図の上方に向かって開口し
た一対のスナップ脚１１ａ、１１ｂと、その軸方向の両側にＵ字状に開口した半円柱状の
受け部１２、１３とを設けた構造となっている。また、一方の受け部１３には、中央部に
内方に半円柱状に突出した段部１３ａが設けられている。また、図２に示すように、操作
軸４には摺動子受け７の軸方向の動きを規制する段差をつくるための２箇所の細径部１６
、１７が設けられており、全ての部分が円柱状で形成されている。図４に示すように、ス
ナップ脚１１ａ、１１ｂの間隔は挟持する細径部１６の径とほぼ等しくして、また受け部
１２、１３のＵ字状凹部１５の幅も、操作軸４の細径部１６、１７以外の大径部の径とほ
ぼ等しく設定されている。
【００１３】
摺動子受け７の操作軸４への取付は、軸方向の位置を合わせて操作軸４を摺動子受け７の
上方から受け部１２、１３の凹部１５に押しこむことによりなされる。受け部１２、１３
は凹部１５の底面が操作軸４の周面に当接して、図の上下方向の位置を規制し、スナップ
脚１１ａ、１１ｂの上部にある一対の突出部１８ａ、１８ｂが、凹部１５との当接面の軸
心を挟んで反対側で操作軸４の周面に当接されることにより、操作軸４を挟持する。また
軸方向は、細径部１７に受け部１３の段部１３ａが嵌合することにより、両側の太径部と
の間の段差が動きを規制し、確実に固定される。即ち摺動子受け７の操作軸４への固定は
、従来例における操作軸２４を摺動子受け２７の貫通孔２１へ挿通する作業と異なり、操
作軸４を単に凹部１５へ押しこむだけの作業で達成できるようになり、作業能率は大幅に
向上する。
なお、摺動子受け７を取り付けた操作軸４をケース３の開口部２からケース３内に挿入し
、最終的に直線摺動型可変抵抗器を組み立てる方法は、従来例と同様であるので説明を省
略する。
【００１４】
スナップ脚１１ａ、１１ｂ及び受け部１２、１３の開口方向は、本実施形態のように凹部
１５の深さ方向をベース部１４に対して直角方向とした場合に限られるものではなく、例
えば凹部１５の深さ方向をベース部１４と平行にして横方向から操作軸４を押しこむ構造
でも良い。しかしながら、摺動子６からの反発力が摺動子受け７を操作軸４に押しつける
方向に働く点で、本実施形態の方が摺動子受け７の固定はより確実になる。また、本実施
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形態においては、スナップ脚１１ａ、１１ｂの軸方向の両側に受け部１２、１３を設けて
あり、両受け部１２、１３の凹部１５の底面が操作軸４の周面に当接されることで、操作
軸４と摺動子受け７の位置関係が確実に保持され、摺動子受け７はより安定に固定される
。
そして、操作軸４をその軸線方向に押し込むと、操作軸４がケース３の貫通孔１とカバー
８の貫通孔にガイドされて軸線方向に移動することが出来る
【００１５】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明は、 摺動子受けに設けたＵ字状凹部を持つ

と一対のスナップ脚 により操作軸を挟持する構造としたので、摺動子受
けは、操作軸を の凹部へ押しこむだけで操作軸に固定される。従って 従来例にお
ける操作軸を貫通孔へ挿通する方法に比べて作業が簡略化され、組立てが容易になる。
　また、前記操作軸に細径部を設け、前記 の凹部の一部に段部を設け、該段部を前
記細径部に嵌合させ、前記摺動子受けを前記操作軸の軸方向の移動に追従させ、更に、

は、スナップ脚の軸方向の両側に配置されており、摺動子受けは操作軸との位置関係
を保って確実に操作軸に固定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の直線摺動型可変抵抗器の全体構造を示す側断面図である。
【図２】本発明の直線摺動型可変抵抗器の操作軸の一部分の拡大図である。
【図３】本発明の摺動子受けの要部拡大断面図である。
【図４】本発明の図３の摺動子受けの４－４断面図である。
【図５】従来の直線摺動型可変抵抗器の全体構造を示す側断面図である。
【符号の説明】
１　貫通孔
２　開口部
３　ケース
４　操作軸
５　絶縁基板
６　摺動子
７　摺動子受け
８　カバー
９　スプリング
１１ａ、１１ｂ　スナップ脚
１２、１３　受け部
１３ａ　受け部１３の段部
１４　ベース部
１５　Ｕ字状凹部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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